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１ 目 的  

この細則は、「公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター科学研究

費補助金の管理及び監査に関する規程」に基づく経理事務の適正を確保するため、事務

手続の詳細を定めることを目的とする。  

 

２ 物品等の購入  

文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会の科学研究費補助金（以下「科研費」と

いう。）の交付を受ける職員（研究代表者及び研究分担者（以下「研究者」という。））

は、公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター（以下、「研究センタ

ー」という。）が定める物品等購入要求書により購入計画を作成し、各科長を経由して

総務企画課に提出しなければならない。この場合において、事業名称欄には研究課題名

を明記するものとする。  

経費担当者が内容を精査し、センター長又は総務企画課長の決裁を経て物品等を発注

する。 

 

３ 出張等の取扱い  

科研費による研究のための旅行命令、職務専念義務の免除、その他の服務の取扱いは、

公益財団法人ひょうご環境創造協会（以下「協会」という。）服務規程及び兵庫県職員

に適用される関係規定による。この場合において、出張伺い・旅費精算書（旅行命令簿

等）の帳簿の備考欄には「科研費」と記載するものとする。  

 

４ 直接経費の管理  

 (1) 保管 

   直接経費は、協会名義の銀行口座にて保管する。 

(2) 支出の期限  

物品の納品、役務の提供等は科研費の交付を受ける年度の３月２０日までに終了し、

これに係る支出を実績報告書の提出期限までに行うものとする。  

 (3) 費目別の収支管理 

   直接経費の収支管理は、会計連動予算管理システムを用いて、費目ごとに行う。 

(4) 物品費の支出  

科研費に係る物品の購入に当たっては、当該科研費に係る研究者が納品検査のうえ、

経費担当者の確認を得なければならない。  

 



５ 間接経費の使用  

(1) 譲渡の受入  

研究者は、科研費受領後速やかに、間接経費を研究センターに譲渡しなければなら

ない。  

(2) 使用の期限  

間接経費は、科研費の交付を受けた年度の３月３１日までに使用しなければならな

い。  

(3) 使用目的 

間接経費は、科研費に係る事業の実施に伴う研究センターの管理等に必要な経費と

して、別紙「間接経費の主な使途の例示」に定めるところにより使用するものとする。  

(4) 間接経費執行実績報告書の提出  

研究センターにおける毎年度の間接経費使用実績は、翌年度の６月３０日までに科

研費を交付する機関が定める様式（「間接経費執行実績報告書」等）により当該機関

に報告するものとする。  

 

 別紙 間接経費の主な使途の例示 

研究センターにおいて、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、

以下のものを対象とする。  

 

１ 管理部門に係る経費  

・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費  

・管理事務の必要経費  

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外

旅費、会議費、印刷費など 

 

２ 研究部門に係る経費  

・共通的に使用される物品等に係る経費  

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会

議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費  

・当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費  

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通

信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費  

・特許関連経費  

・研究棟の整備、維持及び運営経費  

・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費  

・設備の整備、維持及び運営経費  

・ネットワークの整備、維持及び運営経費  

・図書館の整備、維持及び運営経費 など  

 

３ その他の関連する事業部門に係る経費  



・研究成果展開事業に係る経費  

・広報事業に係る経費 など  

 

 

 

 


